
○ 食品衛生法等施行に関する要綱 

新旧対照表 

旧 新 

第１条 （省略） 

 

（指定成分等含有食品による健康被害情報の届出手続） 

第２条 法第８条第１項の規定による、食品衛生上の危害の発生を防止する

見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣及び

内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したものを含む食

品（以下「指定成分等含有食品」という。）による健康被害情報の届出

は、指定成分等含有食品の健康被害情報届（第１号様式）により行うもの

とする。届出には、様式別添の健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票

をあわせて提出すること。また、必要と考えられる参考資料や追加情報を

適宜添付して届け出ることは差し支えない。 

 

 

 

 

第３条～第18条 （省略） 

 

（食品等の回収の届出手続） 

第19条 法第58条第１項又は食品表示法第10条の２第１項に基づく食品等の

回収に係る届出は、食品衛生申請等システム（以下「システム」とい

う。）により行うものとする。ただし、営業者又は食品関連事業者等は、

システムによる届出が行えない場合には、自主回収届（第17号様式）によ

り届出を行うものとする。 

 

 

第１条 （省略） 

 

（指定成分等含有食品による健康被害情報の届出手続） 

第２条 法第８条第１項の規定による、食品衛生上の危害の発生を防止する

見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣及び

内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したものを含む食

品（以下「指定成分等含有食品」という。）による健康被害情報の届出は、

食品衛生申請等システム（以下「国システム」という。）により行うものと

する。ただし、届出者が国システムによる届出を行えない場合には、指定

成分等含有食品の健康被害情報届（第１号様式）により届出を行い、様式

別添の健康食品との関連が疑われる健康被害情報提供票（以下「情報提供

票」という。）をあわせて提出するものとする。 

なお、必要と考えられる参考資料や追加情報を適宜添付して届け出るこ

とは差し支えない。 

 

第３条～第18条 （省略） 

 

（食品等の回収の届出手続） 

第19条 法第58条第１項又は食品表示法第10条の２第１項に基づく食品等の

回収に係る届出は、国システムにより行うものとする。ただし、営業者又

は食品関連事業者等は、国システムによる届出が行えない場合には、自主

回収届（第17号様式）により届出を行うものとする。 

 

 



旧 新 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

（横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例

及び同条例施行規則に関する事務取扱要綱の廃止） 

２ 横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例

及び同条例施行規則に関する事務取扱要綱（平成12年12月12日衛食品第488

号）は、廃止する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年12月13日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 （新設） 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

（横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例

及び同条例施行規則に関する事務取扱要綱の廃止） 

２ 横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例

及び同条例施行規則に関する事務取扱要綱（平成12年12月12日衛食品第488

号）は、廃止する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年12月13日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 



旧 新 

 

 

 

別表（第８条） 

１～７ （省略） 

 

８ 情報の提供 

(1) 省令別表第17第９号ハにいう「健康被害の発生及び拡大のおそれがあ

る旨の情報を得た場合」とは、届出者等が収集した、同一の機能性表示

食品及び特定保健用食品による健康被害のうち、同じ所見の症例が短期

間に複数発生した場合であること。「同じ所見の症例」とは、情報提供

票の「主な症状」が同一のものとし、「短期間に複数発生」とは、概ね

30日以内の間に、同じ所見の症例が２例発生した場合とすること。ただ

し、死亡事例、入院治療を受けた場合であって、医師が重篤と判断した

症例、入院治療を受けていない場合であっても医師が重篤と判断した症

例等の重篤事例については、１例であっても情報提供を行うこととする

こと。 

 

(2) 機能性表示食品及び特定保健用食品に係る健康被害の発生及び拡大の

おそれがある旨の情報を得た場合の情報提供期限は、届出者等が健康被

害を診断した医療機関名を知った日から15日以内とすること。 

 

９ （省略） 

 

 

 

 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第８条） 

１～７ （省略） 

 

８ 情報の提供 

(1) 省令別表第17第９号ハにいう「健康被害の発生及び拡大のおそれがあ

る旨の情報を得た場合」とは、届出者等が収集した、同一の機能性表示

食品及び特定保健用食品による健康被害のうち、同じ所見の症例が短期

間に複数発生した場合であること。「同じ所見の症例」とは、情報提供票

の「４. 医師の診断結果」の「主な症状」が同一のものとし、「短期間に

複数発生」とは、概ね30日以内の間に、同じ所見の症例が２例発生した

場合とすること。ただし、死亡事例、入院治療を受けた場合であって、

医師が重篤と判断した症例、入院治療を受けていない場合であっても医

師が重篤と判断した症例等の重篤事例（情報提供票の「３．受診情報」

の「重篤度」のうち、③中等度以上、④死亡とされた症例。）について

は、１例であっても情報提供を行うこととすること。 

(2) 機能性表示食品及び特定保健用食品に係る健康被害の発生及び拡大の

おそれがある旨の情報を得た場合の情報提供期限は、届出者等が健康被

害を診断した医療機関名を知った日から15日以内とすること。 

 

９ （省略） 

 



旧 新 

第１号様式 

 

第１号様式 

 



旧 新 

第１号様式別添 

 

第１号様式別添 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

（削除） 



旧 新 

 

 

 

（削除） 



旧 新 

 

 

 

（削除） 



旧 新 

 

 

 

（削除） 



旧 新 

 

 

 

（削除） 



旧 新 

 

 

 

（削除） 



旧 新 

 

 

 

（削除） 



旧 新 

 

 

 

（削除） 



旧 新 

 

 

 

（削除） 



旧 新 

第２号様式から第８号様式まで（省略） 

第９号様式 

 

第２号様式から第８号様式まで（省略） 

第９号様式 

 



旧 新 

  



旧 新 

第 10 号様式から第 13 号様式まで（省略） 

第 14 号様式 

 

第 10 号様式から第 13 号様式まで（省略） 

第 14 号様式 

 



旧 新 

第 15 号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15 号様式

 



 

旧 新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 号様式及び第 17 号様式（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 号様式及び第 17 号様式（省略） 


